
報告第１８号

専決処分事項の報告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定により、次のとお

り報告する。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第１７号

工事請負契約の変更

新城市長の専決事項の指定（平成１７年１１月２４日議決）第３号の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和６年１１月６日専決

新城市長 下 江 洋 行

１ 工 事 名 旧鳳来総合支所等解体工事

２ 工 事 場 所 新城市長篠字下り筬１番２外

３ 変更前請負契約金額 ２０３，５００，０００円

４ 変更後請負契約金額 ２０６，３７８，７００円

５ 今回変更による増額 ２，８７８，７００円

６ 契 約 の 相 手 方 新城市城北一丁目１番地５

松井建拓株式会社

代表取締役社長 加 藤 栄 志



第１２９号議案

令和６年度新城市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により、議会の承

認を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

専決第１６号

令和６年度新城市一般会計補正予算（第８号）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別冊

のとおり専決処分する。

令和６年１０月９日専決

新城市長 下 江 洋 行



第１３０号議案

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例の廃止

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のように定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例

新城市作手担い手センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１６０号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（新城市公の施設で長期かつ独占的な利用及び廃止を議会の議決に付すべきものに関する条例の一部改正）

２ 新城市公の施設で長期かつ独占的な利用及び廃止を議会の議決に付すべきものに関する条例（平成１７年新城市条例第６２号）の一

部を次のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新 旧

別表第１（第２条関係）

別表第２（第３条関係）

別表第１（第２条関係）

別表第２（第３条関係）

（略） （略）

地域下水道 もくせいの家ほうらい

新城地域文化広場 鬼久保広場

（略） （略）

（略） （略）

新城地域文化広場

（略） （略）

（略） （略）

地域下水道 もくせいの家ほうらい

作手担い手センター

新城地域文化広場 鬼久保広場

（略） （略）

（略） （略）

新城地域文化広場 作手担い手センター

（略） （略）



理 由

この案を提出するのは、新城市作手担い手センターを廃止するため必要があるからである。



第１３１号議案

新城市舟着地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条例及び新城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の

廃止

新城市舟着地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条例及び新城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止

する条例を次のように定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

新城市舟着地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条例及び新城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を

廃止する条例

（新城市舟着地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条例の廃止）

第１条 新城市舟着地区コミュニティ・センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１０７号）は、廃止する。

（新城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止）

第２条 新城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年新城市条例第１２２号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（新城市公の施設で長期かつ独占的な利用及び廃止を議会の議決に付すべきものに関する条例の一部改正）

２ 新城市公の施設で長期かつ独占的な利用及び廃止を議会の議決に付すべきものに関する条例（平成１７年新城市条例第６２号）の一

部を次のように改正する。

（下線部分は改正部分）

新 旧

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

（略） （略）

鳳来寺山歴史文化考証館

（略） （略）

作手農村集落多目的共同利用施設

（略） （略）

老人福祉センター 鳳来寺山歴史文化考証館

（略） （略）

舟着地区コミュニティ・センター 作手農村集落多目的共同利用施設



理 由

この案を提出するのは、新城市舟着地区コミュニティ・センター及び新城市老人福祉センターを廃止するため必要があるからである。

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

（略） （略） （略） （略）

（略） （略）

鳳来寺山自然科学博物館

（略） （略）

作手農村環境改善センター

（略） （略）

（略） （略）

老人福祉センター 鳳来寺山自然科学博物館

（略） （略）

舟着地区コミュニティ・センター 作手農村環境改善センター

（略） （略）



第１３２号議案

令和６年度新城市一般会計補正予算（第９号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１３３号議案

令和６年度新城市一般会計補正予算（第１０号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１３４号議案

令和６年度新城市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１３５号議案

令和６年度新城市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１３６号議案

令和６年度新城市国民健康保険診療所特別会計補正予算（第２号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１３７号議案

令和６年度新城市宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）

この予算を別冊のとおり定めるものとする。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行



第１３８号議案

市有財産の無償譲渡

次のとおり市有財産を無償で譲渡したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

１ 譲 渡 財 産

建 物

２ 譲渡の相手方

引地区

区長 伊 藤 直 樹

理 由

この案を提出するのは、本譲渡財産を地域自治の推進を図るための拠点として地域

の自主的な管理に委ねるため、無償で譲渡する必要があるからである。

所在地 構造 延床面積（平方メートル）

新城市豊岡字細筋１７番地３ 鉄骨造平屋建 １７．８６



第１３９号議案

人権擁護委員の候補者の推薦

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和７年３月３１日をもって任期満了となる人権擁護委員

がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

上 野 道 弘



第１４０号議案

人権擁護委員の候補者の推薦

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、令和７年３月３１日をもって任期満了となる人権擁護委員

がいるため必要があるからである。

住所 氏名 生年月日

鈴 木 優 子



第１４１号議案

新城市学童農園山びこの丘及び新城市鳳来ゆ～ゆ～ありいなの指定管理者の指

定

新城市学童農園山びこの丘及び新城市鳳来ゆ～ゆ～ありいなの指定管理者として次

のとおり指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市学童農園山びこの

丘

新城市玖老勢字新井９番

地

ビルホゼングループ

代表団体

静岡ビル保善株式会社

静岡県静岡市葵区鷹匠

二丁目２３番９号

構成団体

中部ビル保善株式会社

静岡県浜松市中央区常盤

町１３２番地の１８

令和７年４月１日から令和

１０年３月３１日まで

新城市鳳来ゆ～ゆ～あり

いな

新城市能登瀬字壱輪２３

番地１



第１４２号議案

新城市もっくる新城の指定管理者の指定

新城市もっくる新城の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市もっくる新城

新城市八束穂字五反田

３２９番地７

株式会社名鉄ミライート

一宮市新生一丁目１番５

号

令和７年４月１日から令和

１７年３月３１日まで



第１４３号議案

新城市しんしろ福祉会館の指定管理者の指定

新城市しんしろ福祉会館の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求め

る。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市しんしろ福祉会館

新城市字東沖野２０番地

１２

社会福祉法人新城市社会

福祉協議会

新城市字東沖野２０番地

１２

令和７年４月１日から令和

１２年３月３１日まで



第１４４号議案

新城市西部福祉会館の指定管理者の指定

新城市西部福祉会館の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市西部福祉会館

新城市野田字上市場２６

番地２

社会福祉法人新城福祉会

新城市矢部字本並４８番

地

令和７年４月１日から令和

１２年３月３１日まで



第１４５号議案

新城市もくせいの家ほうらいの指定管理者の指定

新城市もくせいの家ほうらいの指定管理者として次のとおり指定したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を

求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市もくせいの家ほう

らい

新城市長篠字丸井５番地

２

特定非営利活動法人もく

せいの家

新城市長篠字丸井５番地

２

令和７年４月１日から令和

１２年３月３１日まで



第１４６号議案

新城市いきいきライフの館の指定管理者の指定

新城市いきいきライフの館の指定管理者として次のとおり指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求

める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

新城市いきいきライフの

館

新城市矢部字上ノ川１番

地６

公益社団法人新城市シル

バー人材センター

新城市矢部字上ノ川１番

地６

令和７年４月１日から令和

１２年３月３１日まで



第１４７号議案

新城市鳳来高齢者生きがいセンターの指定管理者の指定

新城市鳳来高齢者生きがいセンターの指定管理者として次のとおり指定したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議

決を求める。

令和６年１２月５日提出

新城市長 下 江 洋 行

理 由

この案を提出するのは、指定管理者の指定の期間が令和７年３月３１日をもって満

了となるため必要があるからである。

管理を行わせる施設 指定管理者となる団体 指定の期間

中央高齢者生きがいセン

ター

新城市長篠字仲野１６番

地１１

公益社団法人新城市シル

バー人材センター

新城市矢部字上ノ川１番

地６

令和７年４月１日から令和

１２年３月３１日まで

東陽高齢者生きがいセン

ター就業棟

新城市大野字久羅下４３

番地１

山吉田高齢者生きがいセ

ンター就業棟

新城市上吉田字山本１番

地３

鳳来高齢者生きがいセン

ター就業棟

新城市玖老勢字五領３１

番地１




